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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子メールの入出力を制御する情報処理装置において、
　電子メールの入力を制御する入力制御手段と、
　前記電子メールに添付されている第１の情報の容量が第１の容量より大きいか否かを判
断する判断手段と、
　前記第１の情報に対応した第２の情報を生成する生成手段と、
　前記第１の判断手段により、前記電子メールに添付されている前記第１の情報が、前記
第１の容量より大きいと判断された場合、前記第２の情報と関連付けて前記第１の情報の
保存を制御する保存制御手段と、
　前記電子メールに添付されている前記第１の情報を、前記生成手段により生成された前
記第２の情報と置換する置換手段と、
　前記置換手段により、前記第１の情報が前記第２の情報に置換された前記電子メールの
出力を制御する出力制御手段と
　を備え、
　前記保存制御手段は、契約されたユーザ毎に区別して、前記第１の情報の保存を制御し
、
　前記情報処理装置は、前記保存制御手段により前記第１の情報の保存が制御された回数
の、契約された前記ユーザ毎に区別した記録を制御する記録制御手段を更に備える
　ことを特徴とする情報処理装置。
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【請求項２】
　前記記録制御手段により記録が制御された前記回数により、契約された前記ユーザに対
する課金計算を行う計算手段
　を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
情報処理装置が、
　電子メールの入力を制御する入力制御ステップと、
　前記電子メールに添付されている第１の情報の容量が第１の容量より大きいか否かを判
断する判断ステップと、
　前記第１の情報に対応した第２の情報を生成する生成ステップと、
　前記判断ステップの処理により、前記電子メールに添付されている前記第１の情報が、
前記第１の容量より大きいと判断された場合、前記第２の情報と関連付けて前記第１の情
報の保存を制御する保存制御ステップと、
　前記電子メールに添付されている前記第１の情報を、前記生成ステップの処理により生
成された前記第２の情報と置換する置換ステップと、
　前記置換ステップの処理により、前記第１の情報が前記第２の情報に置換された前記電
子メールの出力を制御する出力制御ステップと
　を含み、
　前記保存制御ステップの処理によって、契約されたユーザ毎に区別して、前記第１の情
報の保存を制御し、
　前記情報処理装置が、
　前記保存制御ステップの処理により前記第１の情報の保存が制御された回数の、契約さ
れた前記ユーザ毎に区別した記録を制御する記録制御ステップを更に含む
　ことを特徴とする情報処理方法。
【請求項４】
　電子メールの入力を制御する入力制御ステップと、
　前記電子メールに添付されている第１の情報の容量が第１の容量より大きいか否かを判
断する判断ステップと、
　前記第１の情報に対応した第２の情報を生成する生成ステップと、
　前記判断ステップの処理により、前記電子メールに添付されている前記第１の情報が、
前記第１の容量より大きいと判断された場合、前記第２の情報と関連付けて前記第１の情
報の保存を制御する保存制御ステップと、
　前記電子メールに添付されている前記第１の情報を、前記生成ステップの処理により生
成された前記第２の情報と置換する置換ステップと、
　前記置換ステップの処理により、前記第１の情報が前記第２の情報に置換された前記電
子メールの出力を制御する出力制御ステップと
　を含み、
　前記保存制御ステップの処理によって、契約されたユーザ毎に区別して、前記第１の情
報の保存を制御し、
　前記保存制御ステップの処理により前記第１の情報の保存が制御された回数の、契約さ
れた前記ユーザ毎に区別した記録を制御する記録制御ステップを更に含む
　ことを特徴とするプログラムを情報処理装置に実行させるプログラム格納媒体。
【請求項５】
　電子メールの入出力を制御する情報処理装置において、
　電子メールの入力を制御する第１の入力制御手段と、
　前記電子メールに添付されている第１の情報の容量が第１の容量より大きいか否かを判
断する第１の判断手段と、
　前記第１の情報に対応した第２の情報を生成する生成手段と、
　前記第１の判断手段により、前記電子メールに添付されている前記第１の情報が、前記
第１の容量より大きいと判断された場合、前記第２の情報と関連付けて前記第１の情報の



(3) JP 4419282 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

保存を制御する保存制御手段と、
　前記電子メールに添付されている前記第１の情報を、前記生成手段により生成された前
記第２の情報と置換する置換手段と、
　前記置換手段により、前記第１の情報が前記第２の情報に置換された前記電子メールの
出力を制御する第１の出力制御手段と
　を備え、
　前記保存制御手段は、契約されたユーザ毎に区別して、前記第１の情報の保存を制御し
、
　前記情報処理装置は、
　　前記第１の入力制御手段により、新たな前記電子メールの入力が制御された場合、前
記保存制御手段により保存が制御された、契約された前記ユーザ毎の複数の前記第１の情
報の総保存容量が、第２の容量よりも大きくなるか否かを判断する第２の判断手段と、
　　前記第２の判断手段により、契約された前記ユーザ毎の複数の前記第１の情報の総保
存容量は、前記第２の容量よりも大きくなると判断された場合、新たな前記電子メールに
添付されていた前記第１の情報を保存するか否かを問い合わせる問い合わせ信号の出力を
制御する第２の出力制御手段と、
　　前記第１の情報の保存を指示する信号の入力を制御する第２の入力制御手段と
　を更に備え、
　前記保存制御手段は、前記第２の出力制御手段により前記問い合わせ信号の出力が制御
されてから一定時間以内に、前記第２の入力制御手段により、前記第１の情報の保存を指
示する信号の入力が制御された場合、前記第１の情報の保存を制御する
　ことを特徴とする情報処理装置。
【請求項６】
　契約された前記ユーザに対する課金計算を行う計算手段を更に備え、
　前記計算手段は、前記第２の容量に基づいて課金計算を行い、かつ、前記第２の入力制
御手段により前記第１の情報の保存を指示する信号の入力が制御された場合、追加課金計
算を行う
　ことを特徴とする請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
情報処理装置が、
　電子メールの入力を制御する第１の入力制御ステップと、
　前記電子メールに添付されている第１の情報の容量が第１の容量より大きいか否かを判
断する第１の判断ステップと、
　前記第１の情報に対応した第２の情報を生成する生成ステップと、
　前記判断ステップの処理により、前記電子メールに添付されている前記第１の情報が、
前記第１の容量より大きいと判断された場合、前記第２の情報と関連付けて前記第１の情
報の保存を制御する保存制御ステップと、
　前記電子メールに添付されている前記第１の情報を、前記生成ステップの処理により生
成された前記第２の情報と置換する置換ステップと、
　前記置換ステップの処理により、前記第１の情報が前記第２の情報に置換された前記電
子メールの出力を制御する第１の出力制御ステップと
　を含み、
　前記保存制御ステップの処理によって、契約されたユーザ毎に区別して、前記第１の情
報の保存を制御し、
　前記情報処理装置が、
　　前記第１の入力制御ステップの処理により、新たな前記電子メールの入力が制御され
た場合、前記保存制御ステップの処理により保存が制御された、契約された前記ユーザ毎
の複数の前記第１の情報の総保存容量が、第２の容量よりも大きくなるか否かを判断する
第２の判断ステップと、
　　前記第２の判断ステップの処理により、契約された前記ユーザ毎の複数の前記第１の
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情報の総保存容量は、前記第２の容量よりも大きくなると判断された場合、新たな前記電
子メールに添付されていた前記第１の情報を保存するか否かを問い合わせる問い合わせ信
号の出力を制御する第２の出力制御ステップと、
　　前記第１の情報の保存を指示する信号の入力を制御する第２の入力制御ステップと
　を更に含み、
　前記保存制御ステップの処理によって、前記第２の出力制御ステップの処理により前記
問い合わせ信号の出力が制御されてから一定時間以内に、前記第２の入力制御ステップの
処理により、前記第１の情報の保存を指示する信号の入力が制御された場合、前記第１の
情報の保存を制御する
　ことを特徴とする情報処理方法。
【請求項８】
　電子メールの入力を制御する第１の入力制御ステップと、
　前記電子メールに添付されている第１の情報の容量が第１の容量より大きいか否かを判
断する第１の判断ステップと、
　前記第１の情報に対応した第２の情報を生成する生成ステップと、
　前記判断ステップの処理により、前記電子メールに添付されている前記第１の情報が、
前記第１の容量より大きいと判断された場合、前記第２の情報と関連付けて前記第１の情
報の保存を制御する保存制御ステップと、
　前記電子メールに添付されている前記第１の情報を、前記生成ステップの処理により生
成された前記第２の情報と置換する置換ステップと、
　前記置換ステップの処理により、前記第１の情報が前記第２の情報に置換された前記電
子メールの出力を制御する第１の出力制御ステップと
　を含み、
　前記保存制御ステップの処理によって、契約されたユーザ毎に区別して、前記第１の情
報の保存を制御し、
　前記第１の入力制御ステップの処理により、新たな前記電子メールの入力が制御された
場合、前記保存制御ステップの処理により保存が制御された、契約された前記ユーザ毎の
複数の前記第１の情報の総保存容量が、第２の容量よりも大きくなるか否かを判断する第
２の判断ステップと、
　前記第２の判断ステップの処理により、契約された前記ユーザ毎の複数の前記第１の情
報の総保存容量は、前記第２の容量よりも大きくなると判断された場合、新たな前記電子
メールに添付されていた前記第１の情報を保存するか否かを問い合わせる問い合わせ信号
の出力を制御する第２の出力制御ステップと、
　前記第１の情報の保存を指示する信号の入力を制御する第２の入力制御ステップと
　を更に含み、
　前記保存制御ステップの処理によって、前記第２の出力制御ステップの処理により前記
問い合わせ信号の出力が制御されてから一定時間以内に、前記第２の入力制御ステップの
処理により、前記第１の情報の保存を指示する信号の入力が制御された場合、前記第１の
情報の保存を制御する
　ことを特徴とするプログラムを情報処理装置に実行させるプログラム格納媒体。
【請求項９】
　電子メールの送受信を制御する第１の情報処理装置と、
　前記電子メールの送受信を制御する前記第１の情報処理装置と接続されている第２の情
報処理装置と、
　前記電子メールの送受信を行う第３の情報処理装置と、
　を備える情報管理システムにおいて、
　前記第１の情報処理装置は、
　　前記電子メールの入力を制御する入力制御手段と、
　　前記電子メールに添付されている第１の情報の容量が所定の第１の容量より大きいか
否かを判断する判断手段と、
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　　前記第１の情報に対応した第２の情報を生成する生成手段と、
　　前記判断手段によって、前記電子メールに添付されている前記第１のデータが、前記
所定の第１の容量より大きいと判断された場合、前記第２のデータと関連付け、かつ、契
約されたユーザ毎に区別して、前記第１の情報の保存を制御する保存制御手段と、
　　前記電子メールに添付されている前記第１の情報を、前記生成手段により生成された
前記第２の情報と置換する置換手段と、
　　前記置換手段により、前記第１の情報が前記第２の情報に置換された前記電子メール
の出力を制御する出力制御手段と
　　を備え、
　前記第２の情報処理装置は、
　　前記第1の情報処理装置からの、前記保存制御手段により保存が制御された前記第１
の情報に対する課金情報の読み込みを制御する読み込み制御手段と、
　　前記読み込み制御手段により読み込みが制御された前記課金情報に基づいて、前記ユ
ーザに対する課金計算を行う計算手段と
　　を備え、
　前記第３の情報処理装置は、
　　前記電子メールの受信を制御する受信制御手段と、
　　前記受信制御手段により受信が制御された前記電子メールから、第１の情報にアクセ
スするために必要な第２の情報を取得する取得手段と
　　を備える
　ことを特徴とする情報管理システム。
【請求項１０】
　電子メールの送受信を制御する第１の情報処理装置と、前記電子メールの送受信を行う
第２の情報処理装置と
　を備える情報管理システムにおいて、
　前記第１の情報処理装置は、
　　前記電子メールの入力を制御する入力制御手段と、
　　前記電子メールに添付されている第１の情報の容量が所定の第１の容量より大きいか
否かを判断する判断手段と、
　　前記第１の情報に対応した第２の情報を生成する生成手段と、
　　前記判断手段によって、前記電子メールに添付されている前記第１のデータが、前記
所定の第１の容量より大きいと判断された場合、前記第２のデータと関連付け、かつ、契
約されたユーザ毎に区別して、前記第１の情報の保存を制御する保存制御手段と、
　　前記電子メールに添付されている前記第１の情報を、前記生成手段により生成された
前記第２の情報と置換する置換手段と、
　　前記置換手段により、前記第１の情報が前記第２の情報に置換された前記電子メール
の出力を制御する出力制御手段と、
　契約された前記ユーザ毎に、前記保存制御手段により保存が制御された前記第１の情報
に対する課金計算を行う計算手段と
　　を備え、
　前記第２の情報処理装置は、
　　前記電子メールの受信を制御する受信制御手段と、
　　前記受信制御手段により受信が制御された前記電子メールから、第１の情報にアクセ
スするために必要な第２の情報を取得する取得手段と
　　を備える
　ことを特徴とする情報管理システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、情報処理装置、情報処理方法、および情報管理システム、並びにプログラム格
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納媒体に関し、例えば、ＰＤＡ（Personal Digital（Data） Assistants）、もしくは携
帯電話など、記憶容量の少ない情報端末を用いて、容量の大きな添付ファイルが添付され
た電子メールの送受信を行う場合に用いて好適な、情報処理装置、情報処理方法、および
情報管理システム、並びにプログラム格納媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、電子メールを用いて文字以外のデータ（例えば、特定のアプリケーションにより作
成されたデータ、画像データ、音声データなど）を送信する場合、それらのデータは、添
付ファイルとして電子メールに添付されて送信されている。また、ネットワークを通じて
アクセス可能なサーバに、大容量のデータを保存させておき、例えば、電子メールなどを
用いて、対応するサーバのデータにアクセスするための認証鍵情報や、パスワードなどを
知らせることにより、ネットワークを通じたデータの授受が行われる場合もある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、電子ファイルに添付ファイルを添付させてデータの授受を行う場合、ＰＤ
Ａや携帯電話といった、小型情報携帯端末においては、その記憶容量が小さいため、大容
量の添付ファイルが添付された電子メールを受信することは困難であった。
【０００４】
また、予め、データをサーバに保存させておき、ネットワークを通じたデータの授受を行
う場合、データの提供者は、まず、対応するサーバにアクセスして提供するデータをサー
バに保存させ、サーバのアクセスを認証するための認証鍵情報やパスワードなどを生成し
、データを受ける側に、例えば電子メールなどを用いて、認証鍵情報やパスワードなどを
予め知らせておかなければならないため、作業が煩雑になってしまう。更に、データを受
ける側が複数存在する場合、データの提供者は、それぞれの認証鍵もしくはパスワードを
作成する必要があった。
【０００５】
例えば、サーバに保存したデータに対して、誰でもアクセス可能にすることにより、鍵の
管理などの作業をなくすことは可能であるが、この場合、対応するデータに、誰でもがア
クセスすることが可能となるため、機密性に問題を生じる恐れがあった。
【０００６】
本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、電子メールに添付された添付ファ
イルのデータ容量が所定のデータ容量以上であった場合、その添付ファイルを送信せずに
記憶しておき、添付ファイルの代わりに、記憶されている添付ファイルを一部分ずつ受信
するための情報、あるいは、添付ファイルの内容を閲覧するための情報を添付して電子メ
ールを送信することで、ＰＤＡや携帯電話といった、小型情報携帯端末においても、大容
量の添付ファイルが添付された電子メールを、機密性を損なうことなく受信することがで
きるサービスを提供し、そのサービスに対する料金の徴収を行えるようにするものである
。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　本発明の第１の情報処理装置は、電子メールの入出力を制御する情報処理装置において
、電子メールの入力を制御する入力制御手段と、電子メールに添付されている第１の情報
の容量が第１の容量より大きいか否かを判断する判断手段と、第１の情報に対応した第２
の情報を生成する生成手段と、第１の判断手段により、電子メールに添付されている第１
の情報が、第１の容量より大きいと判断された場合、第２の情報と関連付けて第１の情報
の保存を制御する保存制御手段と、電子メールに添付されている第１の情報を、生成手段
により生成された第２の情報と置換する置換手段と、置換手段により、第１の情報が第２
の情報に置換された電子メールの出力を制御する出力制御手段とを備え、保存制御手段は
、契約されたユーザ毎に区別して、第１の情報の保存を制御し、情報処理装置は、保存制
御手段により第１の情報の保存が制御された回数の、契約されたユーザ毎に区別した記録
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を制御する記録制御手段を更に備えることを特徴とする。
【００１２】
　記録制御手段により記録が制御された回数により、契約されたユーザに対する課金計算
を行う計算手段を更に備えさせることができる。
　本発明の第１の情報処理方法は、情報処理装置が、電子メールの入力を制御する入力制
御ステップと、電子メールに添付されている第１の情報の容量が第１の容量より大きいか
否かを判断する判断ステップと、第１の情報に対応した第２の情報を生成する生成ステッ
プと、判断ステップの処理により、電子メールに添付されている第１の情報が、第１の容
量より大きいと判断された場合、第２の情報と関連付けて第１の情報の保存を制御する保
存制御ステップと、電子メールに添付されている第１の情報を、生成ステップの処理によ
り生成された第２の情報と置換する置換ステップと、置換ステップの処理により、第１の
情報が第２の情報に置換された電子メールの出力を制御する出力制御ステップとを含み、
保存制御ステップの処理によって、契約されたユーザ毎に区別して、第１の情報の保存を
制御し、情報処理装置が、保存制御ステップの処理により第１の情報の保存が制御された
回数の、契約されたユーザ毎に区別した記録を制御する記録制御ステップを更に含むこと
を特徴とする。
　本発明の第１のプログラム格納媒体に格納されているプログラムは、電子メールの入力
を制御する入力制御ステップと、電子メールに添付されている第１の情報の容量が第１の
容量より大きいか否かを判断する判断ステップと、第１の情報に対応した第２の情報を生
成する生成ステップと、判断ステップの処理により、電子メールに添付されている第１の
情報が、第１の容量より大きいと判断された場合、第２の情報と関連付けて第１の情報の
保存を制御する保存制御ステップと、電子メールに添付されている第１の情報を、生成ス
テップの処理により生成された第２の情報と置換する置換ステップと、置換ステップの処
理により、第１の情報が第２の情報に置換された電子メールの出力を制御する出力制御ス
テップとを含み、保存制御ステップの処理によって、契約されたユーザ毎に区別して、第
１の情報の保存を制御し、保存制御ステップの処理により第１の情報の保存が制御された
回数の、契約されたユーザ毎に区別した記録を制御する記録制御ステップを更に含むこと
を特徴とする。
【００１３】
　本発明の第２の情報処理装置は、電子メールの入出力を制御する情報処理装置において
、電子メールの入力を制御する第１の入力制御手段と、電子メールに添付されている第１
の情報の容量が第１の容量より大きいか否かを判断する第１の判断手段と、第１の情報に
対応した第２の情報を生成する生成手段と、第１の判断手段により、電子メールに添付さ
れている第１の情報が、第１の容量より大きいと判断された場合、第２の情報と関連付け
て第１の情報の保存を制御する保存制御手段と、電子メールに添付されている第１の情報
を、生成手段により生成された第２の情報と置換する置換手段と、置換手段により、第１
の情報が第２の情報に置換された電子メールの出力を制御する第１の出力制御手段とを備
え、保存制御手段は、契約されたユーザ毎に区別して、第１の情報の保存を制御し、情報
処理装置は、第１の入力制御手段により、新たな電子メールの入力が制御された場合、保
存制御手段により保存が制御された、契約されたユーザ毎の複数の第１の情報の総保存容
量が、第２の容量よりも大きくなるか否かを判断する第２の判断手段と、第２の判断手段
により、契約されたユーザ毎の複数の第１の情報の総保存容量は、第２の容量よりも大き
くなると判断された場合、新たな電子メールに添付されていた第１の情報を保存するか否
かを問い合わせる問い合わせ信号の出力を制御する第２の出力制御手段と、第１の情報の
保存を指示する信号の入力を制御する第２の入力制御手段とを更に備えさせることができ
、保存制御手段には、第２の出力制御手段により問い合わせ信号の出力が制御されてから
一定時間以内に、第２の入力制御手段により、第１の情報の保存を指示する信号の入力が
制御された場合、第１の情報の保存を制御させることができる。
【００１４】
　契約されたユーザに対する課金計算を行う計算手段を更に備えさせることができ、計算
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手段には、第２の容量に基づいて課金計算を行い、かつ、第２の入力制御手段により第１
の情報の保存を指示する信号の入力が制御された場合、追加課金計算を行わせることがで
きる。
　本発明の第２の情報処理方法は、情報処理装置が、電子メールの入力を制御する第１の
入力制御ステップと、電子メールに添付されている第１の情報の容量が第１の容量より大
きいか否かを判断する第１の判断ステップと、第１の情報に対応した第２の情報を生成す
る生成ステップと、判断ステップの処理により、電子メールに添付されている第１の情報
が、第１の容量より大きいと判断された場合、第２の情報と関連付けて第１の情報の保存
を制御する保存制御ステップと、電子メールに添付されている第１の情報を、生成ステッ
プの処理により生成された第２の情報と置換する置換ステップと、置換ステップの処理に
より、第１の情報が第２の情報に置換された電子メールの出力を制御する第１の出力制御
ステップとを含み、保存制御ステップの処理によって、契約されたユーザ毎に区別して、
第１の情報の保存を制御し、情報処理装置が、第１の入力制御ステップの処理により、新
たな電子メールの入力が制御された場合、保存制御ステップの処理により保存が制御され
た、契約されたユーザ毎の複数の第１の情報の総保存容量が、第２の容量よりも大きくな
るか否かを判断する第２の判断ステップと、第２の判断ステップの処理により、契約され
たユーザ毎の複数の第１の情報の総保存容量は、第２の容量よりも大きくなると判断され
た場合、新たな電子メールに添付されていた第１の情報を保存するか否かを問い合わせる
問い合わせ信号の出力を制御する第２の出力制御ステップと、第１の情報の保存を指示す
る信号の入力を制御する第２の入力制御ステップとを更に含み、保存制御ステップの処理
によって、第２の出力制御ステップの処理により問い合わせ信号の出力が制御されてから
一定時間以内に、第２の入力制御ステップの処理により、第１の情報の保存を指示する信
号の入力が制御された場合、第１の情報の保存を制御することを特徴とする。
　本発明の第２のプログラム格納媒体に格納されているプログラムは、電子メールの入力
を制御する第１の入力制御ステップと、電子メールに添付されている第１の情報の容量が
第１の容量より大きいか否かを判断する第１の判断ステップと、第１の情報に対応した第
２の情報を生成する生成ステップと、判断ステップの処理により、電子メールに添付され
ている第１の情報が、第１の容量より大きいと判断された場合、第２の情報と関連付けて
第１の情報の保存を制御する保存制御ステップと、電子メールに添付されている第１の情
報を、生成ステップの処理により生成された第２の情報と置換する置換ステップと、置換
ステップの処理により、第１の情報が第２の情報に置換された電子メールの出力を制御す
る第１の出力制御ステップとを含み、保存制御ステップの処理によって、契約されたユー
ザ毎に区別して、第１の情報の保存を制御し、第１の入力制御ステップの処理により、新
たな電子メールの入力が制御された場合、保存制御ステップの処理により保存が制御され
た、契約されたユーザ毎の複数の第１の情報の総保存容量が、第２の容量よりも大きくな
るか否かを判断する第２の判断ステップと、第２の判断ステップの処理により、契約され
たユーザ毎の複数の第１の情報の総保存容量は、第２の容量よりも大きくなると判断され
た場合、新たな電子メールに添付されていた第１の情報を保存するか否かを問い合わせる
問い合わせ信号の出力を制御する第２の出力制御ステップと、第１の情報の保存を指示す
る信号の入力を制御する第２の入力制御ステップとを更に含み、保存制御ステップの処理
によって、第２の出力制御ステップの処理により問い合わせ信号の出力が制御されてから
一定時間以内に、第２の入力制御ステップの処理により、第１の情報の保存を指示する信
号の入力が制御された場合、第１の情報の保存を制御することを特徴とする。
【００３１】
本発明の第１の情報管理システムは、電子メールの送受信を制御する第１の情報処理装置
と、電子メールの送受信を制御する第１の情報処理装置と接続されている第２の情報処理
装置と、電子メールの送受信を行う第３の情報処理装置とを備え、第１の情報処理装置は
、電子メールの入力を制御する入力制御手段と、電子メールに添付されている第１の情報
の容量が所定の第１の容量より大きいか否かを判断する判断手段と、第１の情報に対応し
た第２の情報を生成する生成手段と、判断手段によって、電子メールに添付されている第
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１のデータが、所定の第１の容量より大きいと判断された場合、第２のデータと関連付け
、かつ、契約されたユーザ毎に区別して、第１の情報の保存を制御する保存制御手段と、
電子メールに添付されている第１の情報を、生成手段により生成された第２の情報と置換
する置換手段と、置換手段により、第１の情報が第２の情報に置換された電子メールの出
力を制御する出力制御手段とを備え、第２の情報処理装置は、第1の情報処理装置からの
、保存制御手段により保存が制御された第１の情報に対する課金情報の読み込みを制御す
る読み込み制御手段と、読み込み制御手段により読み込みが制御された課金情報に基づい
て、ユーザに対する課金計算を行う計算手段とを備え、第３の情報処理装置は、電子メー
ルの受信を制御する受信制御手段と、受信制御手段により受信が制御された電子メールか
ら、第１の情報にアクセスするために必要な第２の情報を取得する取得手段とを備えるこ
とを特徴とする。
【００３２】
本発明の第２の情報管理システムは、電子メールの送受信を制御する第１の情報処理装置
と、電子メールの送受信を行う第２の情報処理装置とを備え、第１の情報処理装置は、電
子メールの入力を制御する入力制御手段と、電子メールに添付されている第１の情報の容
量が所定の第１の容量より大きいか否かを判断する判断手段と、第１の情報に対応した第
２の情報を生成する生成手段と、判断手段によって、電子メールに添付されている第１の
データが、所定の第１の容量より大きいと判断された場合、第２のデータと関連付け、か
つ、契約されたユーザ毎に区別して、第１の情報の保存を制御する保存制御手段と、電子
メールに添付されている第１の情報を、生成手段により生成された第２の情報と置換する
置換手段と、置換手段により、第１の情報が第２の情報に置換された電子メールの出力を
制御する出力制御手段と、契約されたユーザ毎に、保存制御手段により保存が制御された
第１の情報に対する課金計算を行う計算手段とを備え、第２の情報処理装置は、電子メー
ルの受信を制御する受信制御手段と、受信制御手段により受信が制御された電子メールか
ら、第１の情報にアクセスするために必要な第２の情報を取得する取得手段とを備えるこ
とを特徴とする。
【００３３】
　本発明の第１の情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム格納媒体においては、
電子メールの入力が制御され、電子メールに添付されている第１の情報の容量が第１の容
量より大きいか否かが判断され、第１の情報に対応した第２の情報が生成され、電子メー
ルに添付されている第１の情報が、第１の容量より大きいと判断された場合、第２の情報
と関連付けて第１の情報の保存が制御され、電子メールに添付されている第１の情報が、
生成された第２の情報と置換され、第１の情報が第２の情報に置換された電子メールの出
力が制御され、契約されたユーザ毎に区別して、第１の情報の保存が制御され、第１の情
報の保存が制御された回数の、契約されたユーザ毎に区別した記録が制御される。
【００３４】
　本発明の第２の情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム格納媒体においては、
電子メールの入力が制御され、電子メールに添付されている第１の情報の容量が第１の容
量より大きいか否かが判断され、第１の情報に対応した第２の情報が生成され、電子メー
ルに添付されている第１の情報が、第１の容量より大きいと判断された場合、第２の情報
と関連付けて第１の情報の保存が制御され、電子メールに添付されている第１の情報が、
生成された第２の情報と置換され、第１の情報が第２の情報に置換された電子メールの出
力が制御され、契約されたユーザ毎に区別して、第１の情報の保存が制御され、新たな電
子メールの入力が制御された場合、保存が制御された、契約されたユーザ毎の複数の第１
の情報の総保存容量が、第２の容量よりも大きくなるか否かが判断され、契約されたユー
ザ毎の複数の第１の情報の総保存容量は、第２の容量よりも大きくなると判断された場合
、新たな電子メールに添付されていた第１の情報を保存するか否かを問い合わせる問い合
わせ信号の出力が制御され、第１の情報の保存を指示する信号の入力が制御され、問い合
わせ信号の出力が制御されてから一定時間以内に、第１の情報の保存を指示する信号の入
力が制御された場合、第１の情報の保存が制御される。
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【００３７】
本発明の第１の情報管理システムにおいては、電子メールの送受信を制御する第１の情報
処理装置と、電子メールの送受信を制御する第１の情報処理装置と接続されている第２の
情報処理装置と、電子メールの送受信を行う第３の情報処理装置とが備えられ、第１の情
報処理装置においては、電子メールの入力が制御され、電子メールに添付されている第１
の情報の容量が所定の第１の容量より大きいか否かが判断され、第１の情報に対応した第
２の情報が生成され、電子メールに添付されている第１のデータが、所定の第１の容量よ
り大きいと判断された場合、第２のデータと関連付け、かつ、契約されたユーザ毎に区別
して、第１の情報の保存が制御され、電子メールに添付されている第１の情報が、生成さ
れた第２の情報と置換され、第１の情報が第２の情報に置換された電子メールの出力が制
御され、第２の情報処理装置においては、第1の情報処理装置からの、保存が制御された
第１の情報に対する課金情報の読み込みが制御され、読み込みが制御された課金情報に基
づいて、ユーザに対する課金計算が行われ、第３の情報処理装置においては、電子メール
の受信が制御され、受信が制御された電子メールから、第１の情報にアクセスするために
必要な第２の情報が取得される。
【００３８】
本発明の第２の情報管理システムにおいては、電子メールの送受信を制御する第１の情報
処理装置と、電子メールの送受信を行う第２の情報処理装置とが備えられ、第１の情報処
理装置においては、電子メールの入力が制御され、電子メールに添付されている第１の情
報の容量が所定の第１の容量より大きいか否かが判断され、第１の情報に対応した第２の
情報が生成され、電子メールに添付されている第１のデータが、所定の第１の容量より大
きいと判断された場合、第２のデータと関連付け、かつ、契約されたユーザ毎に区別して
、第１の情報の保存が制御され、電子メールに添付されている第１の情報が、生成された
第２の情報と置換され、第１の情報が第２の情報に置換された電子メールの出力が制御さ
れ、契約されたユーザ毎に、保存が制御された第１の情報に対する課金計算が行われ、第
２の情報処理装置においては、電子メールの受信が制御され、受信が制御された電子メー
ルから、第１の情報にアクセスするために必要な第２の情報が取得される。
【００３９】
【発明の実施の形態】
以下、図を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００４０】
図１は、本発明を適用した添付ファイル管理システムのネットワーク構成を示している。
【００４１】
通信サービスの提供エリアを所望の大きさに分割したセル内にそれぞれ固定無線局である
基地局１乃至基地局４が設置されている。これらの基地局１乃至基地局４には、移動無線
局である携帯情報端末５および携帯情報端末６、並びに、カメラ付ディジタル携帯電話機
７およびカメラ付ディジタル携帯電話機８が、例えば、Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband－Code D
ivision Multiple Access）と呼ばれる符号分割多元接続方式によって無線接続されるよ
うになされており、２[GHz]の周波数帯域を使用して、最大２[Mbps]のデータ転送速度で
、大容量データを高速にデータ通信し得るようになされている。
【００４２】
このように、携帯情報端末５および携帯情報端末６、並びに、カメラ付ディジタル携帯電
話機７およびカメラ付ディジタル携帯電話機８は、Ｗ－ＣＤＭＡ方式によって大容量デー
タを高速にデータ通信し得るようになされていることにより、音声通話だけでなく電子メ
ールの送受信、簡易ホームページの閲覧、画像の送受信等の多種に及ぶデータ通信を実行
し得るようになされている。
【００４３】
また基地局１乃至基地局４は、有線回線を介して、公衆回線網９に接続されており、公衆
回線網９には、インターネット１０、図示しない多くの加入者有線端末、コンピュータネ
ットワークおよび企業内ネットワーク等が接続されている。
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【００４４】
公衆回線網９には、インターネットサービスプロバイダのアクセスサーバ１１も接続され
ており、アクセスサーバ１１には、インターネットサービスプロバイダが保有するコンテ
ンツサーバ１２、課金サーバ１３、およびメールサーバ１４が接続されており、メールサ
ーバ１４には、記憶装置１５が接続されている。
【００４５】
このコンテンツサーバ１２は、加入者有線端末、携帯情報端末５および携帯情報端末６、
並びに、カメラ付ディジタル携帯電話機７およびカメラ付ディジタル携帯電話機８からの
要求に応じて、例えば簡易ホームページ等のコンテンツを、例えば、コンパクトHTML（Hy
per Text Markup Language）形式のファイルとして提供するようになされている。
【００４６】
課金サーバ１３は、対応するインターネットサービスプロバイダに加入しているユーザに
提供されるサービスに対する課金処理を実行するものである。課金サーバ１３は、ユーザ
との契約に基づいて、例えば、ユーザが有する端末装置の接続時間、もしくはデータ転送
量に応じた課金計算を行い、更に、図７乃至図１０を用いて後述する、添付ファイル保管
処理などの、ユーザが享受するサービスに応じた課金計算を行う。
【００４７】
メールサーバ１４は、対応するインターネットサービスプロバイダに加入しているユーザ
が送信した電子メールを、メールアドレスで指定した相手に配送する機能（送信メールサ
ーバ機能）、メールサーバ１４宛に届けられた電子メールを、ユーザのメール蓄積領域（
いわゆるメールボックス）に振り分けて格納する機能（受信メールサーバ機能）、異なる
配信システムの間で、電子メールを中継する機能、ユーザの要求に応じてメールボックス
のメールをユーザの端末装置（例えば、図１を用いて説明した携帯情報端末５乃至カメラ
付ディジタル携帯電話機８）に送る機能などを有するものである。
【００４８】
なお、メールサーバ１４は、必ずしも単一の装置である必要はなく、例えば、電子メール
を受け取る装置（すなわち、受信メールサーバ）、図７乃至図１０を用いて後述する処理
により、添付ファイルを鍵情報（もしくはＵＲＬおよびパスワード）に置換する処理を実
行する装置、記憶装置１５を管理し、電子ファイルに添付されている添付ファイルを記憶
装置１５に保管したり、ユーザが端末装置を用いて送信する添付ファイルの送信要求を示
す信号に基づいて、記憶装置１５から、対応する添付ファイルを検索して送信する処理を
実行する装置、電子メールを送信する装置（すなわち、送信メールサーバ）などは、物理
的に別の装置であっても、ネットワークを介して通信可能になされていればよい。
【００４９】
また、コンテンツサーバ１２乃至メールサーバ１４は、必ずしも、それぞれ個別の装置で
ある必要はなく、例えば、１つのサーバを用いて、コンテンツサーバ１２乃至メールサー
バ１４が実行する処理を実行させるようにしてもよいし、課金サーバ１３およびメールサ
ーバ１４が実行する処理を、１つのサーバを用いて実行させるようにしてもよい。
【００５０】
メールサーバ１４には、記憶装置１５が接続されている。記憶装置１５は、ユーザが送信
した電子メールをメールアドレスで指定した相手に配送する場合に、その電子メールを一
時記憶する必要がある場合、そのメールを記憶するための記憶領域、メールサーバ１４宛
に届けられた電子メールをユーザ毎に振り分けて格納するためのメール蓄積領域（いわゆ
るメールボックス）、異なる配信システムの間で、電子メールを中継する場合に、その電
子メールを一時記憶する必要がある時、そのメールを記憶するための記憶領域、添付ファ
イルを契約しているユーザ毎に振り分けて記憶しておくためのユーザ別添付ファイル保管
領域、ユーザ別添付ファイル保管領域以外に、添付ファイルを一時保管しておくための、
一時蓄積領域、図６を用いて後述するファイルＩＤテーブルなどを有している。
【００５１】
インターネット１０には、多数のＷＷＷ（World Wide Web）サーバ１６－１乃至ＷＷＷサ
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ーバ１６‐ｎが接続され、TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Protocol
）のプロトコルに従って、加入者有線端末や携帯情報端末５および携帯情報端末６、並び
に、カメラ付ディジタル携帯電話機７およびカメラ付ディジタル携帯電話機８からＷＷＷ
サーバ１６－１乃至ＷＷＷサーバ１６－ｎに対してアクセスし得るようになされている。
【００５２】
ちなみに、携帯情報端末５および携帯情報端末６、並びに、カメラ付ディジタル携帯電話
機７およびカメラ付ディジタル携帯電話機８は、図示しない基地局１乃至基地局４までを
、２[Mbps]の簡易トランスポートプロトコルで通信し、基地局１乃至基地局４から、イン
ターネット１０を介してＷＷＷサーバ１６－１乃至ＷＷＷサーバ１６－ｎまでをTCP/IPプ
ロトコルで通信するようになされている。
【００５３】
管理制御装置１７は、公衆回線網９を介して、加入者有線端末、携帯情報端末５および携
帯情報端末６、並びに、カメラ付ディジタル携帯電話機７およびカメラ付ディジタル携帯
電話機８に接続されており、加入者有線端末、携帯情報端末５および携帯情報端末６、並
びに、カメラ付ディジタル携帯電話機７およびカメラ付ディジタル携帯電話機８に対する
認証処理や課金処理等を行うようになされている。
【００５４】
次に、図２および図３を用いて、カメラ付ディジタル携帯電話機７の外観構成について説
明する。なお、カメラ付ディジタル携帯電話機８についても、カメラ付ディジタル携帯電
話機７と、基本的に同様の構成を有しているので、その説明は省略する。
【００５５】
図２に示すように、カメラ付ディジタル携帯電話機７は、中央のヒンジ部２１を境に、表
示部２２と本体２３とに分けられており、ヒンジ部２１を介して折り畳み可能に形成され
ている。
【００５６】
表示部２２には、その上端左部に、送受信用のアンテナ２４が、引出しおよび収納可能な
状態に取り付けられており、アンテナ２４を介して、基地局３との間で電波を送受信する
ようになされている。
【００５７】
また表示部２２には、その上端中央部に、ほぼ１８０度の角度範囲で回動自在なカメラ部
２５が設けられており、カメラ部２５のＣＣＤカメラ２６によって、所望の撮像対象を撮
像し得るようになされている。
【００５８】
ここで表示部２２は、カメラ部２５がユーザによってほぼ１８０度回動されて位置決めさ
れた場合、図３に示すように、カメラ部２５の背面側中央に設けられたスピーカ２７が正
面側に位置することになり、これにより通常の音声通話状態に切り換わるようになされて
いる。
【００５９】
更に、表示部２２には、その正面に液晶ディスプレイ２８が設けられており、電波の受信
状態、電池残量、電話帳として登録されている相手先名や電話番号および発信履歴等の他
、電子メールの内容、簡易ホームページ、カメラ部２５のＣＣＤカメラ２６で撮像した画
像を表示し得るようになされている。
【００６０】
一方、本体２３には、その表面に「０」乃至「９」の数字キー、発呼キー、リダイヤルキ
ー、終話および電源キー、クリアキーおよび電子メールキー等の操作キー２９が設けられ
ており、ユーザが操作キー２９を用いて各種指示を入力し得るようになされている。
【００６１】
また本体２３には、操作キー２９の下部に、メモボタン３０やマイクロフォン３１が設け
られており、メモボタン３０によって通話中の相手の音声を録音し得るとともに、マイク
ロフォン３１によって通話時のユーザの音声を集音するようになされている。
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【００６２】
更に、本体２３には、操作キー２９の上部に、回動自在なジョグダイヤル３２が、本体２
３の表面から僅かに突出した状態で設けられており、ジョグダイヤル３２に対する回動操
作に応じて、液晶ディスプレイ２８に表示されている電話帳リストや電子メールのスクロ
ール動作、簡易ホームページのページ捲り動作、および画像の送り動作等の種々の動作を
実行するようになされている。
【００６３】
例えば、カメラ付ディジタル携帯電話機７は、ユーザによるジョグダイヤル３２の回動操
作に応じて、液晶ディスプレイ２８に表示された電話帳リストの複数の電話番号の中から
所望の電話番号が選択され、ジョグダイヤル３２が本体２３の内部方向に押圧されると、
選択された電話番号を確定して、電話番号に対して自動的に発呼処理を行うようになされ
ている。
【００６４】
なお、本体２３には、背面側に図示しないバッテリパックが挿着されており、終話もしく
は電源キーがオン状態になると、バッテリパックから各回路部に対して電力が供給されて
、動作可能な状態に起動される。
【００６５】
また、本体２３には、本体２３の左側面上部に、抜差自在なメモリースティック（商標）
３３を挿着するためのメモリースティックスロット３４が設けられており、メモボタン３
０が押下されると、メモリースティック３３に、通話中の相手の音声を記録したり、ユー
ザの操作に応じて、電子メール、簡易ホームページ、もしくはＣＣＤカメラ２６で撮像し
た画像を記録し得るようになされている。
【００６６】
ここで、メモリースティック３３は、本願出願人であるソニー株式会社によって開発され
たフラッシュメモリカードの一種である。このメモリースティック３３は、縦２５ラ横５
０ラ厚さ２．８[mm]の小型薄型形状のプラスチックケース内に、電気的に書換えや消去が
可能な不揮発性メモリであるＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable and Programmable R
ead Only Memory）の一種である、フラッシュメモリ素子を格納したものであり、１０ピ
ン端子を介して、画像、音声、および音楽等の、各種データの書き込みおよび読み出しが
可能となっている。
【００６７】
また、メモリースティック３３は、大容量化等による内蔵フラッシュメモリの仕様変更に
対しても、使用する機器で互換性を確保することができる独自のシリアルプロトコルを採
用し、最大書込速度１．５[MB/S]、最大読出速度２．４５[MB/S]の高速性能を実現してい
るとともに、誤消去防止スイッチを設けて、高い信頼性を確保している。
【００６８】
従って、カメラ付ディジタル携帯電話機７は、このようなメモリースティック３３を挿着
可能に構成されているために、メモリースティック３３を介して、他の電子機器との間で
データの共有化を図ることができるようになされている。
【００６９】
次に、図４は、カメラ付ディジタル携帯電話機７の内部構成を示すブロック図である。な
お、カメラ付ディジタル携帯電話機８についても、カメラ付ディジタル携帯電話機７と、
基本的に同様の構成を有しているので、その説明は省略する。
【００７０】
図４に示すように、カメラ付ディジタル携帯電話機７は、表示部２２および本体２３の各
部を統括的に制御するようになされた主制御部４１に対して、電源回路部４２、操作入力
制御部４３、画像エンコーダ４４、カメラインターフェース部４５、ＬＣＤ（Liquid Cry
stal Display）制御部４６、画像デコーダ４７、多重分離部４８、変復調回路部４９およ
び音声コーデック５０がメインバス５１を介して互いに接続されるとともに、画像エンコ
ーダ４４、画像デコーダ４７、多重分離部４８、変復調回路部４９、音声コーデック５０
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、および、記録再生部５３が同期バス５２を介して互いに接続されて構成されている。
【００７１】
電源回路部４２は、ユーザの操作により、終話もしくは電源キーがオン状態にされると、
バッテリパックから各部に対して電力を供給することにより、カメラ付ディジタル携帯電
話機７を動作可能な状態に起動する。
【００７２】
音声通話モード時に、マイクロフォン３１で集音された音声信号は、ＣＰＵ（Central Pr
ocessing Unit）、ＲＯＭ（Read Only Memory）およびＲＡＭ（Random Access Memory）
等で構成される主制御部４１の制御に基づいて、音声コーデック５０によってディジタル
音声データに変換され、変復調回路部４９でスペクトラム拡散処理され、送受信回路部５
４でディジタルアナログ変換処理および周波数変換処理を施された後に、アンテナ２４を
介して送信される。
【００７３】
また、音声通話モード時に、アンテナ２４によって受信された受信信号は、増幅され、周
波数変換処理およびアナログディジタル変換処理を施され、変復調回路部４９においてス
ペクトラム逆拡散処理を施され、音声コーデック５０によってアナログ音声信号に変換さ
れた後、スピーカ２７を介して出力される。
【００７４】
更に、データ通信モード時に電子メールが送信される場合、操作キー２９およびジョグダ
イヤル３２の操作によって入力された電子メールのテキストデータが、操作入力制御部４
３を介して主制御部４１に供給される。主制御部４１に供給されたテキストデータは、変
復調回路部４９でスペクトラム拡散処理され、送受信回路部５４でディジタルアナログ変
換処理および周波数変換処理を施された後に、アンテナ２４を介して基地局３（図１）へ
送信される。
【００７５】
また、データ通信モード時に電子メールが受信される場合、アンテナ２４を介して、基地
局３から受信した受信信号は、変復調回路部４９でスペクトラム逆拡散処理されて元のテ
キストデータに復元された後、ＬＣＤ制御部４６を介して、液晶ディスプレイ２８に、電
子メールとして表示される。この後、ユーザの操作に応じて、受信した電子メールを、記
録再生部５３を介してメモリースティック３３に記録させることも可能である。
【００７６】
更に、データ通信モード時に画像データが送信される場合、ＣＣＤカメラ２６で撮像され
た画像データは、カメラインターフェース部４５を介して、画像エンコーダ４４に供給さ
れる。画像エンコーダ４４は、ＣＣＤカメラ２６から供給された画像データを、例えば、
ＭＰＥＧ（Moving Picture Experts Group）２、もしくは、ＭＰＥＧ４等の所定の符号化
方式によって圧縮符号化することにより、符号化画像データに変換し、これを多重分離部
４８に送出する。
【００７７】
ちなみに、画像データが送信されない場合には、ＣＣＤカメラ２６で撮像した画像データ
を、カメラインターフェース部４５およびＬＣＤ制御部４６を介して、液晶ディスプレイ
２８に直接表示させることも可能である。
【００７８】
ＣＣＤカメラ２６で撮像中に、同時に、マイクロフォン３１で集音した音声は、音声コー
デック５０を介して、ディジタルの音声データとして、多重分離部４８に送出される。多
重分離部４８は、画像エンコーダ４４から供給された符号化画像データと、音声コーデッ
ク５０から供給された音声データとを、所定の方式で多重化し、その結果得られる多重化
データは、変復調回路部４９でスペクトラム拡散処理され、送受信回路部５４でディジタ
ルアナログ変換処理および周波数変換処理が施された後に、アンテナ２４を介して送信さ
れる。
【００７９】
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また、データ通信モード時に、例えば、簡易ホームページ等にリンクされた動画像ファイ
ルのデータを受信するような場合、アンテナ２４を介して、基地局３から受信された受信
信号は、変復調回路部４９でスペクトラム逆拡散処理され、その結果得られる多重化デー
タが、多重分離部４８に送出される。多重分離部４８は、入力された多重化データを分離
することにより、符号化画像データと音声データとに分け、同期バス５２を介して、符号
化画像データを画像デコーダ４７に供給するとともに、音声データを音声コーデック５０
に供給する。
【００８０】
画像デコーダ４７は、符号化画像データを、ＭＰＥＧ２やＭＰＥＧ４等の所定の符号化方
式に対応した復号化方式でデコードすることにより、再生動画像データを生成し、これを
、ＬＣＤ制御部４６を介して液晶ディスプレイ２８に供給して表示させる。これにより、
例えば、簡易ホームページにリンクされた動画像ファイルに含まれる動画データを、液晶
ディスプレイ２８に表示させることができる。
【００８１】
音声コーデック５０は、画像データの処理と同時に、音声データをアナログ音声信号に変
換した後、これをスピーカ２７に供給して出力させる。これにより、例えば、簡易ホーム
ページにリンクされた動画像ファイルに含まれる音声データを、スピーカ２７から再生さ
せることができる。
【００８２】
この場合においても、電子メールを受信した場合と同様に、受信した簡易ホームページ等
にリンクされたデータを、ユーザの操作に基づいて、記録再生部５３を介してメモリース
ティック３３に記録させることが可能である。
【００８３】
次に、図５は、メールサーバ１４の構成を示すブロック図である。ここで、コンテンツサ
ーバ１２および課金サーバ１３は、基本的に、メールサーバ１４と同様の構成を有するも
のであるので、その説明は省略する。
【００８４】
ＣＰＵ（Central Processing Unit）６１は、入出力インターフェース６２および内部バ
ス６３を介して、ユーザが、入力部６４を用いて入力した各種指令に対応する信号や、ネ
ットワークインターフェース６５を介して、入力された制御信号を受け、入力された信号
に基づいた各種処理を実行する。ＲＯＭ（Read Only Memory）６６は、ＣＰＵ６１が使用
するプログラムや演算用のパラメータのうちの基本的に固定のデータを格納する。ＲＡＭ
（Random Access Memory）６７は、ＣＰＵ６１の実行において使用するプログラムや、そ
の実行において適宜変化するパラメータを格納する。ＣＰＵ６１、ＲＯＭ６６、およびＲ
ＡＭ６７は、内部バス６３により相互に接続されている。
【００８５】
内部バス６３は、入出力インターフェース６２とも接続されている。入力部６４は、例え
ば、キーボードやマウスからなり、ＣＰＵ６１に各種の指令を入力するとき操作される。
表示部６８は、例えば、ＣＲＴ（Cathode Ray Tube）等からなり、各種情報をテキスト、
あるいはイメージなどで表示する。ＨＤＤ（hard disk drive）６９は、ハードディスク
を駆動し、それらにＣＰＵ６１によって実行するプログラムや情報を記録または再生させ
る。ドライブ７０には、必要に応じて磁気ディスク７１、光ディスク７２、光磁気ディス
ク７３、および半導体メモリ７４が装着され、データの授受を行う。
【００８６】
ネットワークインターフェース６５は、インターネット１０に接続されており、インター
ネット１０に接続されるＷＷＷサーバ１６－１乃至１６－ｎなどとの情報の授受を行った
り、所定のインターフェースケーブルを介して、記憶装置１５に接続され、受信したメー
ルおよび受信したメールに添付されていた添付ファイルを、記憶装置１５の所定の領域に
保管したり、図６を用いて後述する、記憶装置１５に記憶されているファイルＩＤテーブ
ルに登録されているデータの更新を行う。また、ネットワークインターフェース６５は、
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アクセスサーバ１１を介して公衆回線網９に接続され、公衆回線網９に接続されている基
地局１乃至基地局４を介して、携帯情報端末５および携帯情報端末６、並びに、カメラ付
ディジタル携帯電話機７およびカメラ付ディジタル携帯電話機８などとの情報の授受を行
う。
【００８７】
これらの入力部６４乃至ネットワークインターフェース６５は、入出力インターフェース
６２および内部バス６３を介してＣＰＵ６１に接続されている。
【００８８】
図６は、記憶装置１５に記憶されているファイルＩＤテーブルの例を示すものである。図
７乃至１０を用いて後述するいずれかの処理により、記憶装置１５に添付ファイルが記憶
され、記憶装置１５のファイルＩＤテーブルのデータが更新される。添付ファイルは、鍵
情報、もしくは、ＵＲＬおよびパスワードに関連付けられて、契約したユーザ毎に設定さ
れたユーザ別添付ファイル保管領域に保管される。
【００８９】
図６（Ａ）における場合、添付ファイル毎にユニークな鍵情報が生成され、添付ファイル
に変わって、この鍵情報が送信される。この鍵情報は、他のいかなる情報からも推測不可
能な情報であり、対応するメールの受信者のみが、鍵情報を得ることができる。すなわち
、対応するメールの受信者が有する端末装置により、後述する図１１のステップＳ６３に
おいて、記憶装置１５に保管されている添付ファイルの送信が要求された場合、この鍵情
報により、正しい受信者であることが認証される。
【００９０】
例えば、メールの受信者が受信したメールに、鍵情報「ＸＸＸ０１２」が添付されていた
場合、メールの受信者は、メールサーバ１４に対して、鍵情報を送信する。メールサーバ
１４のＣＰＵ６１は、ファイルＩＤテーブルから、受信した鍵情報を検索し、鍵情報が検
索された場合、記憶装置１５から、その鍵情報に関連付けられて記憶されている添付ファ
イルである「ＡＢＣ００１．ＪＰＧ」を読み出して、メール受信者に送信する。なお、添
付ファイルの送信は、メール受信者が使用している端末装置が、例えば、カメラ付ディジ
タル携帯電話機７などのように、一度に大量のデータを受信することができない端末装置
である場合を考慮し、所定の少ない容量ずつ送信するようにする。
【００９１】
図６（Ｂ）における場合、添付ファイル毎にＵＲＬとパスワードが定められ、添付ファイ
ルに代わって、このＵＲＬとパスワードが送信される。対応するメールの受信者は、記述
されたＵＲＬによって示されるウェブコンテンツにアクセスし、所定のパスワードを入力
し、そのパスワードが正しいものであると認証された場合、対応する添付ファイルを閲覧
することができる。
【００９２】
例えば、メールの受信者が受信したメールに、ＵＲＬ「WWW．SXXX．YYY．html」およびパ
スワード「ＸＸＸ０１３」が添付されていた場合、メールの受信者は、コンテンツサーバ
１２の、ＵＲＬ「WWW．SXXX．YYY．html」で示されるウェブコンテンツにアクセスし、例
えば、パスワード記入用のテキストボックスに、パスワード「ＸＸＸ０１３」を入力する
。コンテンツサーバ１２のＣＰＵ６１は、パスワードの入力を受けて、パスワードが正し
いと判断された場合、添付ファイルである「ＡＢＣ００１．ＪＰＧ」を読み出して、表示
させる。なお、対応するウェブコンテンツから、対応する添付ファイルをダウンロード可
能なようにしてもよい。
【００９３】
また、図６（Ａ）および図６（Ｂ）においては、ファイルＩＤテーブルには、鍵情報、も
しくはＵＲＬおよびパスワードと関連付けられて、ファイル名を記録するものとして説明
しているが、ファイル名に代わって、例えば、添付ファイルそれぞれに対してユニークな
添付ファイル番号を付けて、保管されている添付ファイルを識別するようにし、ファイル
ＩＤテーブルに、添付ファイル番号を記録するようにしてもよい。
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【００９４】
次に、図７のフローチャートを参照して、添付ファイル保管サービスの利用回数によって
課金を行う場合の、メールサーバ１４が実行する電子メール送信時の添付ファイル保管処
理１について説明する。
【００９５】
メールサーバ１４のＣＰＵ６１は、ステップＳ１において、アクセスサーバ１１を介して
、自分自身から送信される（すなわち、メールサーバ１４を送信メールサーバとする）電
子メールの入力を受け、ステップＳ２において、入力された電子メールに、所定の閾値以
上のデータ容量を持つ添付ファイルが添付されているか否かを判断する。ステップＳ２に
おいて、所定の閾値以上のデータ容量を持つ添付ファイルが添付されていないと判断され
た場合、処理は、ステップＳ８に進む。
【００９６】
ステップＳ２において、所定の閾値以上のデータ容量を持つ添付ファイルが添付されてい
ると判断された場合、ＣＰＵ６１は、ステップＳ３において、添付ファイルに対応する鍵
情報（もしくは、ＵＲＬおよびパスワード）を生成し、ステップＳ４において、内部バス
６３、入出力インターフェース６２、およびネットワークインターフェース６５を介して
、鍵情報（もしくは、ＵＲＬおよびパスワード）と添付ファイル名（もしくは、添付ファ
イル番号）を、記憶装置１５に出力して、ファイルＩＤテーブルに記録させる。
【００９７】
ステップＳ５において、ＣＰＵ６１は、ステップＳ１において受信した電子メールの添付
ファイルを、ステップＳ３において生成した対応する鍵情報（もしくは、ＵＲＬおよびパ
スワード）に置換する。
【００９８】
ステップＳ６において、ＣＰＵ６１は、電子メールのヘッダーを参照するなどして、送信
者を識別し、送信者に対応する、添付ファイル保管サービスの利用回数をカウントするカ
ウンタ値ＮをＮ＝Ｎ＋１とする。
【００９９】
ステップＳ７において、ＣＰＵ６１は、ステップＳ５において置換された添付ファイルを
、内部バス６３、入出力インターフェース６２、およびネットワークインターフェース６
５を介して、記憶装置１５のユーザ別添付ファイル保管領域に出力して保管させる。
【０１００】
ステップＳ２において、所定の閾値以上のデータ容量を持つ添付ファイルが添付されてい
ないと判断された場合、もしくは、ステップＳ７の処理の終了後、ステップＳ８において
、ＣＰＵ６１は、内部バス６３、入出力インターフェース６２、ネットワークインターフ
ェース６５、アクセスサーバ１１、およびインターネット１０を介して、電子メールを送
信先メールサーバに送信して、処理が終了される。
【０１０１】
図７を用いて説明した処理においては、電子メールの送信者が、添付ファイル保管サービ
スを受けた場合、ステップＳ６の処理により、その回数がカウントされ、サービスを受け
た回数によって、課金される。すなわち、課金サーバ１３は、例えば、１ヶ月に一度など
の所定の期間毎に、対応するユーザの添付ファイル保管サービス利用回数Ｎを、メールサ
ーバ１４から読み込み、Ｎの値に基づいて、対応するユーザに対する添付ファイル保管サ
ービス利用料金を算出する。
【０１０２】
なお、記憶装置１５のユーザ別添付ファイル保管領域に保管されている添付ファイルの保
管期間については、一定の保存期間を予め定めておき、保管期間を過ぎた添付ファイルは
、記憶装置１５のユーザ別添付ファイル保管領域から自動的に消去されるようにする。
【０１０３】
図７を用いて説明した処理においては、添付ファイル保管サービスを受けた回数によって
、課金が行われるが、例えば、ユーザとの契約内容によって、予め、ユーザ別添付ファイ
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ル保管領域のデータ容量を設定しておき、ユーザが利用できるデータ容量によって、例え
ば、１ヶ月いくらかといった料金設定を行うようにしてもよい。なお、ユーザ別添付ファ
イル保管領域のデータ容量を越えてしまう添付ファイルの保管がなされる場合には、追加
料金として、別途、追加課金される。
【０１０４】
次に、図８のフローチャートを参照して、ユーザ別添付ファイル保管領域のデータ容量に
よって課金を行う場合の、メールサーバ１４が実行する電子メール送信時の添付ファイル
保管処理２について説明する。
【０１０５】
ステップＳ１１およびステップＳ１２において、図７のステップＳ１およびステップＳ２
と同様の処理が実行され、ステップＳ１２において、所定の閾値以上のデータ容量を持つ
添付ファイルが添付されていないと判断された場合、ステップＳ１３において、図７のス
テップＳ８と同様の処理が実行され、処理が終了される。
【０１０６】
ステップＳ１２において、所定の閾値以上のデータ容量を持つ添付ファイルが添付されて
いると判断された場合、ステップＳ１４乃至ステップＳ１６において、図７のステップＳ
３乃至ステップＳ５と同様の処理が実行され、ステップＳ１７において、図７のステップ
Ｓ８と同様の処理が実行される。
【０１０７】
メールサーバ１４のＣＰＩ６１は、ステップＳ１８において、ステップＳ１６において置
換された添付ファイルのサイズを確認し、ステップＳ１９において、この添付ファイルを
、ユーザ別添付ファイル保管領域に追加することにより、メール送信者の契約保管容量を
越えてしまうか否かを判断する。ステップＳ１９において、メール送信者の契約保管容量
を越えないと判断された場合、処理は、ステップＳ２４に進む。
【０１０８】
ステップＳ１９において、メール送信者の契約保管容量を越えてしまうと判断された場合
、ＣＰＵ６１は、ステップＳ２０において、添付ファイルを、内部バス６３、入出力イン
ターフェース６２、およびネットワークインターフェース６５を介して、記憶装置１５の
一時蓄積領域に出力して保管させ、ステップＳ２１において、添付ファイル保管サービス
の契約者（この場合は、電子メールの送信者）に容量オーバーを知らせ、追加料金の支払
いの承認を求めるためのメッセージを生成し、内部バス６３、入出力インターフェース６
２、ネットワークインターフェース６５、およびアクセスサーバ１１を介して、契約者（
すなわち、電子メールを送信した端末装置）に送信する。
【０１０９】
ステップＳ２２において、ＣＰＵ６１は、一定時間内に、アクセスサーバ１１、ネットワ
ークインターフェース６５、入出力インターフェース６２、および内部バス６３を介して
、契約者から追加料金の支払いの承認を示す信号が入力されたか否かを判断する。ステッ
プＳ２２において、契約者から追加料金の支払いの承認を示す信号が入力されたと判断さ
れた場合、処理は、ステップＳ２４に進む。
【０１１０】
ステップＳ２２において、契約者から追加料金の支払いの承認を示す信号が入力されてい
ないと判断された場合、ＣＰＵ６１は、記憶装置１５の一時蓄積領域に保管されている添
付ファイルを削除するための制御信号を生成し、内部バス６３、入出力インターフェース
６２、および、ネットワークインターフェース６５を介して、記憶装置１５に出力し、対
応する添付ファイルを削除させ、処理が終了される。
【０１１１】
ステップＳ１９において、電子メール送信者の契約保管容量を越えないと判断された場合
、もしくは、ステップＳ２２において、契約者から追加料金の支払いの承認を示す信号が
入力されたと判断された場合、ステップＳ２４において、図７のステップＳ７と同様の処
理が実行され、処理が終了される。



(19) JP 4419282 B2 2010.2.24

10

20

30

40

50

【０１１２】
図８を用いて説明した処理においては、例えば、１ヶ月間などの所定の期間内に、ステッ
プＳ２２において、一度も追加料金の支払いが承認されなかった場合、課金サーバ１３は
、契約されたデータ容量に基づいて、ユーザに対する課金計算を実行する。そして、所定
の期間内に、ステップＳ２２において、追加料金の支払いが承認されたと判断された場合
、課金サーバ１３は、例えば、記憶容量を超えて保管された添付ファイルの容量などに基
づいて、ユーザに対する追加課金計算を実行する。
【０１１３】
なお、記憶装置１５のユーザ別添付ファイル保管領域に保管されている添付ファイルの保
管期間については、一定の保存期間を予め定めておき、保管期間を過ぎた添付ファイルは
、記憶装置１５のユーザ別添付ファイル保管領域から自動的に消去されるようにしてもよ
いし、電子メールの送信者が、自分自身に割り当てられているユーザ別添付ファイル保管
領域に保管されている添付ファイルの消去を指示できるようにしてもよい。
【０１１４】
図７および図８を用いて説明した処理においては、電子メールの送信者が、添付ファイル
保管サービスを契約し、サービスに対する料金を支払う場合について説明したが、例えば
、電子メールの受信者が、添付ファイル保管サービスを契約し、サービスに対する料金を
支払うようにしてもよい。
【０１１５】
次に、図９のフローチャートを参照して、電子メール受信時に添付ファイルの保管を行い
、添付ファイル保管サービスの利用回数によって課金を行う場合の、添付ファイル保管処
理１について説明する。
【０１１６】
メールサーバ１４のＣＰＵ６１は、ステップＳ３１において、インターネット１０を介し
て、他のインターネットサービスプロバイダのメールサーバから送信された電子メールを
受信し、ステップＳ３２において、受信した電子メールに、所定の閾値以上のデータ容量
を持つ添付ファイルが添付されているか否かを判断する。ステップＳ３２において、所定
の閾値以上のデータ容量を持つ添付ファイルが添付されていないと判断された場合、処理
は、ステップＳ３８に進む。
【０１１７】
ステップＳ３２において、所定の閾値以上のデータ容量を持つ添付ファイルが添付されて
いると判断された場合、ステップＳ３３乃至ステップＳ３７において、図７のステップＳ
３乃至ステップＳ７と同様の処理が実行される。
【０１１８】
ステップＳＳ３２において、所定の閾値以上のデータ容量を持つ添付ファイルが添付され
ていないと判断された場合、もしくは、ステップＳ３７の処理の終了後、ステップＳ３８
において、ＣＰＵ６１は、内部バス６３、入出力インターフェース６２、およびネットワ
ークインターフェース６５を介して、電子メールを記憶装置１５のメール蓄積領域に保存
し、処理が終了される。
【０１１９】
図９を用いて説明した処理においては、添付ファイル保管サービスを受けた回数によって
、課金が行われる。すなわち、課金サーバ１３は、図７を用いて説明した場合と同様に、
添付ファイル保管サービスの利用回数Ｎに基づいて、課金計算を実行する。
【０１２０】
なお、記憶装置１５のユーザ別添付ファイル保管領域に保管されている添付ファイルの保
管期間については、図７を用いて説明した場合と同様に、一定の保存期間を予め定めてお
き、保管期間を過ぎた添付ファイルは、記憶装置１５のユーザ別添付ファイル保管領域か
ら自動的に消去されるようにする。
【０１２１】
また、電子メール受信時に添付ファイル保管サービスを受ける場合においても、図８を用
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いて説明した処理と同様に、契約時に予め定められた、ユーザ別添付ファイル保管領域の
データ容量によって、例えば１ヶ月いくらかといった料金設定を行い、ユーザ別添付ファ
イル保管領域のデータ容量を越えてしまう添付ファイルの保管がなされる場合に、追加料
金として、別途課金されるようにしてもよい。
【０１２２】
次に、図１０のフローチャートを参照して、電子メール受信時に添付ファイルの保管を行
い、ユーザ別添付ファイル保管領域のデータ容量によって課金を行う場合の、添付ファイ
ル保管処理２について説明する。
【０１２３】
ステップＳ４１およびステップＳ４２において、図９のステップＳ３１およびステップＳ
３２と同様の処理が実行され、ステップＳ４２において、閾値以上のデータ容量を持つ添
付ファイルが添付されていないと判断された場合、ステップＳ４３において、図９のステ
ップＳ３８と同様の処理が実行され、処理が終了される。
【０１２４】
ステップＳ４２において、閾値以上のデータ容量を持つ添付ファイルが添付されていない
と判断された場合、ステップＳ４４乃至ステップＳ４６において、図９のステップＳ３３
乃至ステップＳ３５と同様の処理が実行され、ステップＳ４７において、ステップＳ４３
と同様の処理が実行され、ステップＳ４８乃至ステップＳ５４において、図８のステップ
Ｓ１８乃至ステップＳ２４と同様の処理が実行され、処理が終了される。
【０１２５】
図１０を用いて説明した処理に対して、課金サーバ１３は、図８を用いて説明した処理に
対して行われるのと同様にして、予め定められたデータ容量を超える添付ファイルの保管
がなされたか否かに基づいて、課金計算を実行する。
【０１２６】
なお、記憶装置１５のユーザ別添付ファイル保管領域に保管されている添付ファイルの保
管期間については、図８を用いて説明した処理が実行される場合と同様に、一定の保存期
間を予め定めておき、保管期間を過ぎた添付ファイルは、記憶装置１５のユーザ別添付フ
ァイル保管領域から自動的に消去されるようにしてもよいし、電子メールの送信者が、自
分自身に割り当てられているユーザ別添付ファイル保管領域に保管されている添付ファイ
ルの消去を指示できるようにしてもよい。
【０１２７】
図７のステップＳ３およびステップＳ４、図８のステップＳ１４およびステップＳ１５、
図９のステップＳ３３およびステップＳ３４、並びに図１０のステップＳ４５およびステ
ップＳ４６において生成され、添付ファイルと置換された情報が鍵情報である場合、鍵情
報を含んだ電子メールを受信した端末装置（例えば、図１の携帯情報端末５乃至カメラ付
ディジタル携帯電話機８）は、添付ファイルを保管している記憶装置１５に接続されてい
るメールサーバ１４に対して、添付ファイルの送信要求および鍵情報を送信することによ
り、添付ファイルを受信することができる。この場合、添付ファイルの送受信は、小容量
ずつ行われる。
【０１２８】
図１１のフローチャートを参照して、鍵情報を含んだ電子メールを受信した端末装置（こ
こでは、カメラ付ディジタル携帯電話機７として説明する）の受信処理１について説明す
る。
【０１２９】
ステップＳ６１において、カメラ付ディジタル携帯電話機７の主制御部４１は、変復調回
路部４９、送受信回路部５４、アンテナ２４、基地局３、公衆回線網９、および自分自身
が契約しているインターネットサービスプロバイダのアクセスサーバ１１を介して、メー
ルサーバ１４（受信サーバ）にアクセスし、アクセスサーバ１１、公衆回線網９、基地局
３、アンテナ２４、送受信回路部５４、および変復調回路部４９を介して、電子メールを
受信し、ＬＥＤ制御部４６を介して、液晶ディスプレイ２８に出力して表示させる。
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【０１３０】
ステップＳ６２において、主制御部４１は、ステップＳ６１において受信した電子メール
に鍵情報が添付されているか否かを判断する。ステップＳ６２において、受信した電子メ
ールに鍵情報が添付されていないと判断された場合、処理が終了される。
【０１３１】
ステップＳ６２において、受信した電子メールに鍵情報が添付されていると判断された場
合、ステップＳ６３において、主制御部４１は、図７もしくは図８を用いて説明した処理
が実行されていた場合は、ステップＳ６１において受信した電子メールを送信したインタ
ーネットサービスプロバイダのメールサーバ１４（送信サーバ）に対して、また、図９も
しくは図１０を用いて説明した処理が実行されていた場合は、自分自身が受信する電子メ
ールのメールボックスを有するインターネットサービスプロバイダのメールサーバ１４（
受信サーバ）に対して、変復調回路部４９、送受信回路部５４、アンテナ２４、基地局３
、公衆回線網９、および、対応するインターネットサービスプロバイダのアクセスサーバ
１１を介して、添付している鍵情報とともに、添付ファイルの小容量ずつの送信を要求す
る信号を送信する。
【０１３２】
ステップＳ６４において、主制御部４１は、公衆回線網９、基地局３、アンテナ２４、送
受信回路部５４、および変復調回路部４９を介して、対応するメールサーバ１４から、エ
ラーメッセージが受信されたか否かを判断する。
【０１３３】
ステップＳ６４において、エラーメッセージが受信されなかったと判断された場合、ステ
ップＳ６５において、主制御部４１は、アクセスサーバ１１、公衆回線網９、基地局３、
アンテナ２４、送受信回路部５４、および変復調回路部４９を介して、対応するメールサ
ーバ１４から、添付ファイルを受信し、ＬＥＤ制御部４６を介して、液晶ディスプレイ２
８に出力して表示させ、処理が終了される。ステップＳ６４において、エラーメッセージ
が受信されたと判断された場合、ステップＳ６６において、主制御部４１は、受信された
エラーメッセージを、ＬＥＤ制御部４６を介して、液晶ディスプレイ２８に出力して表示
させて処理が終了される。
【０１３４】
図１１を用いて説明した処理により、カメラ付携帯電話機７に対して、対応可能な容量以
上の添付ファイルが添付された電子メールが送信された場合においても、まず、添付ファ
イルが添付されていない状態の電子メールが受信され、その電子メールを受信した受信者
の必要に応じて、カメラ付携帯電話機７が受信可能な容量のデータに分割された添付ファ
イルが受信されるようにしたので、カメラ付携帯電話機７の図示しないメモリのオーバフ
ローが発生したり、容量オーバーのために電子メールが受信不可になるようなことを避け
ることができる。また、鍵情報は、対応する電子メールの受信者のみが知り得る情報であ
るから、データの機密性を守ることができる。
【０１３５】
一方、図７のステップＳ３およびステップＳ４、図８のステップＳ１４およびステップＳ
１５、図９のステップＳ３３およびステップＳ３４、並びに図１０のステップＳ４５およ
びステップＳ４６において生成され、添付ファイルと置換されたのがＵＲＬおよびパスワ
ードである場合、ＵＲＬおよびパスワードを含んだ電子メールを受信した端末装置（例え
ば、図１の携帯情報端末５乃至カメラ付ディジタル携帯電話機８）は、ＵＲＬに示される
ウェブコンテンツにアクセスし、パスワードを入力することにより、添付ファイルを閲覧
したり、ダウンロードすることができる。
【０１３６】
次に、図１２のフローチャートを参照して、ＵＲＬおよびパスワードを含んだ電子メール
を受信した端末装置（ここでは、カメラ付ディジタル携帯電話機７として説明する）の受
信処理２について説明する。
【０１３７】
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ステップＳ７１において、図１１のステップＳ６１と同様の処理が実行される。
【０１３８】
ステップＳ７２において、主制御部４１は、ステップＳ７１において受信した電子メール
にＵＲＬおよびパスワードが添付しているか否かを判断する。ステップＳ７２において、
受信した電子メールにＵＲＬおよびパスワードが添付されていないと判断された場合、処
理が終了される。
【０１３９】
ステップＳ７２において、受信した電子メールにＵＲＬおよびパスワードが添付されてい
ると判断された場合、ステップＳ７３において、主制御部４１は、変復調回路部４９、送
受信回路部５４、アンテナ２４、基地局３、公衆回線網９、および、添付されていたＵＲ
Ｌに対応するインターネットサービスプロバイダのアクセスサーバ１１を介して、コンテ
ンツサーバ１２の、添付されているＵＲＬで示されるウェブコンテンツにアクセスし、受
信されたパスワードの入力画面に対応するデータを、ＬＥＤ制御部４６を介して、液晶デ
ィスプレイ２８に出力して表示させる。ユーザは、液晶ディスプレイ２８に表示されたパ
スワードの入力画面に対して、操作キー２９を用いて、パスワードを入力する。主制御部
４１は、操作入力制御部４３を介して、ユーザが入力したパスワードを示す信号の入力を
受け、変復調回路部４９、送受信回路部５４、アンテナ２４、基地局３、公衆回線網９、
および、添付されていたＵＲＬに対応するインターネットサービスプロバイダのアクセス
サーバ１１を介して、コンテンツサーバ１２に送信する。
【０１４０】
ここでは、ユーザが、パスワードを入力するものとして説明したが、例えば、主制御部４
１は、受信した電子メールに添付されていたパスワードを、自動的に、コンテンツサーバ
１２に送信するようにしてもよい。
【０１４１】
ステップＳ７４において、図１１のステップＳ６４と同様の処理が実行され、ステップＳ
７４において、エラーメッセージが受信されたと判断された場合、ステップＳ７６におい
て、図１１のステップＳ６６と同様の処理が実行され、処理が終了される。ステップＳ７
４において、エラーメッセージが受信されていないと判断された場合、添付ファイルに対
応するデータが、アクセスしているウェブコンテンツに表示されるので、ステップＳ７５
において、主制御部４１は、添付ファイルを表示しているウェブコンテンツを、ＬＥＤ制
御部４６を介して、液晶ディスプレイ２８に出力し、表示させて、処理が終了される。
【０１４２】
図１２を用いて説明した処理により、カメラ付携帯電話機７に対して、対応可能な容量以
上の添付ファイルが添付された電子メールが送信された場合においても、まず、添付ファ
イルが添付されていない状態の電子メールが受信され、その電子メールを受信した受信者
の必要に応じて、添付ファイルが表示されたウェブコンテンツにアクセス可能となるよう
にしたので、カメラ付携帯電話機７の図示しないメモリのオーバフローが発生したり、容
量オーバーのために電子メールが受信不可になるようなことを避けることができる。また
、ＵＲＬおよびパスワードは、対応する電子メールの受信者のみが知り得る情報であるか
ら、データの機密性を守ることができる。なお、対応するウェブコンテンツが、例えば、
ダウンロードを指示するためのボタンなどを備え、添付ファイルに対応するデータをダウ
ンロード可能になされている場合、必要に応じて、添付ファイルをダウンロードするよう
にしてもよい。
【０１４３】
次に、図１３のフローチャートを参照して、図１１を用いて説明した処理と並行して実行
される、メールサーバ１４の処理について説明する。
【０１４４】
メールサーバ１４のＣＰＵ６１は、ステップＳ８１において、端末装置（例えば、図１の
携帯情報端末５乃至カメラ付ディジタル携帯電話機８のうちのいずれか）から、公衆回線
網９、アクセスサーバ１１、ネットワークインターフェース６５、入出力インターフェー
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ス６２、および内部バス６３を介して、鍵情報および添付ファイル送信要求の入力を受け
、ステップＳ８２において、鍵情報は正しいか否かを判断する。
【０１４５】
ステップＳ８２において、鍵情報は正しいと判断された場合、ステップＳ８３において、
ＣＰＵ６１は、内部バス６３、入出力インターフェース６２、およびネットワークインタ
ーフェース６５を介して、記憶装置１５のユーザ別添付ファイル保存領域から、対応する
添付ファイルを読み出し、内部バス６３、入出力インターフェース６２、ネットワークイ
ンターフェース６５、アクセスサーバ１１、公衆回路網９、および基地局１乃至基地局４
のいずれかの対応する基地局を介して、ステップＳ８１において、鍵情報を送信した端末
装置に、対応する添付ファイルを小容量ずつ送信して、処理が終了される。
【０１４６】
ステップＳ８２において、鍵情報は正しくないと判断された場合、ステップＳ８４におい
て、ＣＰＵ６１は、内部バス６３、入出力インターフェース６２、ネットワークインター
フェース６５、アクセスサーバ１１、公衆回路網９、および基地局１乃至基地局４のいず
れかの対応する基地局を介して、ステップＳ８１において、鍵情報を送信した端末装置に
、エラーメッセージを送信して、処理が終了される。
【０１４７】
次に、図１４のフローチャートを参照して、図１２を用いて説明した処理と並行して実行
される、コンテンツサーバ１２の処理について説明する。
【０１４８】
コンテンツサーバ１２のＣＰＵ６１は、ステップＳ９１において、ネットワークインター
フェース６５、入出力インターフェース６２、および内部バス６３を介して、メールサー
バ１４から、記憶装置１５のユーザ別添付ファイル保管領域に保管されている添付ファイ
ルの入力を受け、ステップＳ９２において、添付ファイルを表示させるためのウェブコン
テンツを生成する。
【０１４９】
ＣＰＵ６１は、ステップＳ９３において、所定のＵＲＬにアクセスしている端末装置（例
えば、図１の携帯情報端末５乃至カメラ付ディジタル携帯電話機８のうちのいずれか）か
ら、基地局１乃至基地局４のいずれかの対応する基地局、公衆回線網９、アクセスサーバ
１１、ネットワークインターフェース６５、入出力インターフェース６２、および内部バ
ス６３を介して、パスワードの入力を受け、ステップＳ９４において、入力されたパスワ
ードは正しいか否かを判断する。
【０１５０】
ステップＳ９４において、入力されたパスワードは正しいと判断された場合、ステップＳ
９５において、ＣＰＵ６１は、ウェブコンテンツに対応する添付ファイルを表示させ、処
理が終了される。
【０１５１】
ステップＳ９４において、入力されたパスワードは正しくないと判断された場合、ステッ
プＳ９６において、ＣＰＵ６１は、内部バス６３、入出力インターフェース６２、ネット
ワークインターフェース６５、アクセスサーバ１１、通信網９、および基地局１乃至基地
局４のいずれかの対応する基地局を介して、パスワードを入力した端末装置に、エラーメ
ッセージを送信して、処理が終了される。
【０１５２】
なお、ステップＳ９２において生成されるウェブコンテンツに、例えば、ダウンロードを
指示するためのボタンなどを備えさせ、添付ファイルに対応するデータをダウンロード可
能にすることにより、ウェブページにアクセスした端末装置が、必要に応じて、添付ファ
イルをダウンロードすることができるようにしてもよい。
【０１５３】
上述した一連の処理を実行するプログラムを、携帯情報端末５乃至カメラ付ディジタル携
帯電話機８、もしくは、コンテンツサーバ１２乃至メールサーバ１４にインストールし、
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携帯情報端末５乃至カメラ付ディジタル携帯電話機８、もしくは、コンテンツサーバ１２
乃至メールサーバ１４において実行可能な状態にするために用いられるプログラム格納媒
体としては、例えば、フロッピーディスク、ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Disc-Read Only Mem
ory）、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc ）等のパッケージメディアのみならず、上述し
た一連の処理を実行させるプログラムが一時的もしくは永続的に格納される半導体メモリ
や磁気ディスク等で実現しても良い（例えば、図５に示すような、コンピュータとは別に
、ユーザにプログラムを提供するために配布される、プログラムが記録されている磁気デ
ィスク７１（フロッピーディスクを含む）、光ディスク７２（ＣＤ－ＲＯＭ（Compact Di
sk-Read Only Memory），ＤＶＤ（Digital Versatile Disk）を含む）、光磁気ディスク
７３（ＭＤ（Mini-Disk）を含む）、もしくは半導体メモリ７４などよりなるパッケージ
メディアなど）。
【０１５４】
また、これらプログラム格納媒体に上述した一連の処理を実行させるプログラムを格納す
る手段としては、図示しないローカルエリアネットワーク、インターネット１０、並びに
、図示しないディジタル衛生放送等の有線および無線通信媒体を利用しても良く、図示し
ないルータやモデム等の各種通信インターフェースを介して格納するようにしても良い。
【０１５５】
更に、上述した処理においては、本発明の情報処理装置として、携帯情報端末５乃至カメ
ラ付ディジタル携帯電話機８、もしくは、コンテンツサーバ１２乃至メールサーバ１４に
適用するようにした場合について述べたが、例えば、汎用のパーソナルコンピュータなど
の、他の種々の情報処理装置に適用するようにしても良い。
【０１５６】
また、本明細書において、記録媒体に記録されるプログラムを記述するステップは、記載
された順序に沿って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずしも時系列的に処理されな
くとも、並列的あるいは個別に実行される処理をも含むものである。
【０１５７】
なお、本明細書において、システムとは、複数の装置により構成される装置全体を表すも
のである。
【０１５８】
【発明の効果】
　本発明の情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム格納媒体によれば、ＰＤＡや
携帯電話といった、小型情報携帯端末に対して大容量の添付ファイルが添付された電子メ
ールが送信された場合においても、添付ファイルを送信せずに保管し、機密性を損なうこ
となく、電子メールの受信者の必要に応じて、添付ファイルを小容量ずつ送信したり、添
付ファイルを閲覧可能とすることができる。
【０１６２】
　本発明の情報管理システムによれば、ＰＤＡや携帯電話といった、小型情報携帯端末に
おいても、大容量の添付ファイルが添付された電子メールを、機密性を損なうことなく受
信することができるサービスを提供し、そのサービスに対する料金の徴収を行うことがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】添付ファイル管理システムが適用されるネットワークシステムの全体構成を示す
図である。
【図２】カメラ付ディジタル携帯電話機の外観構成を示す略線的斜視図である。
【図３】カメラ部を回動したときの表示部を示す略線的斜視図である。
【図４】カメラ付ディジタル携帯電話機の構成を示すブロック図である。
【図５】メールサーバの構成を示すブロック図である。
【図６】記憶装置に記録されているファイルＩＤテーブルを説明するための図である。
【図７】電子メール送信時の添付ファイル保管処理について説明するためのフローチャー
トである。
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【図８】電子メール送信時の添付ファイル保管処理について説明するためのフローチャー
トである。
【図９】電子メール受信時の添付ファイル保管処理について説明するためのフローチャー
トである。
【図１０】電子メール受信時の添付ファイル保管処理について説明するためのフローチャ
ートである。
【図１１】端末装置の受信処理について説明するためのフローチャートである。
【図１２】端末装置の受信処理について説明するためのフローチャートである。
【図１３】メールサーバの受信処理について説明するためのフローチャートである。
【図１４】コンテンツサーバの受信処理について説明するためのフローチャートである。
【符号の説明】
１乃至４　基地局，　５，６　携帯情報端末，　７，８　カメラ付ディジタル携帯電話機
，　９　公衆回線網，　１０　インターネット，　１２　コンテンツサーバ，　１３　課
金サーバ，　１４　メールサーバ，　１５　記憶装置，　２２　表示部，　２４　アンテ
ナ，　２８　液晶ディスプレイ，　２９　操作キー，　４１　主制御部，　４３　操作入
力制御部，　４４　画像エンコーダ，　４６　ＬＣＤ制御部，　４７　画像デコーダ，　
４８　多重分離部，　４９　変復調回路部，　５１　メインバス，　５２　同期バス，　
５３　記録再生部　６１ＣＰＵ，　６５　ネットワークインターフェース，　６６　ＲＯ
Ｍ，　６７　ＲＡＭ

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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